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１．研究の目的

高度経済成長期に集中投資した社会資本の高齢

化の進行に備え、今後は、つくったものを長持ち

させて大事に使う「ストック型社会」への転換を

推進する必要がある。このため、既存施設を適切

に維持管理することが重要であるが、近年、国土

交通省の維持修繕工事において、入札不調・不落

が数多く発生している。本稿では、これらの調達

に関して発生している問題について調査し、判明

した課題を報告する。

２．受注業者へのアンケート調査

維持修繕工事の工事価格について、小規模施工

や作業制約があっても新設工事と同等であり現場

の実態を反映していない場合があること、契約方

法の改善策として、契約ロット拡大および複数年

契約のニーズが大きい一方、工事区域・延長の拡

大、性能規定型契約を支持する意見が約１割程度

と少ないことを報告した1)。後者を支持する意見

が少ない要因を把握するため、国土交通省が東北

地区（6県）で2010年度に発注した河川・道路の維

持工事の受注者を対象にアンケート調査で確認し、

114件中95件の回答を得た（回答率83％）。

工事区域・延長を拡大し、1工事の規模を拡大に

関する認識を確認したところ、対応が遅くなる、

かえってコスト増となる等、全項目について、5

割以上が該当するとの回答があった。施工機械の

能力、人員配置、そのコストを考慮した適正な工

区設定が必要であると考えられる。

性能規定型契約による受注者の裁量拡大に関す

る認識を確認したところ、制度が定着しておらず

良否が判断できない、受注者のリスク負担が増加

する、リスク管理が困難との回答が約7割あった。

性能規定型契約は国内の河川・道路施設の維持管

理ではほとんど事例が無く、試行を通じた検証と

双務性のある制度設計が必要であると考えられる。

３．今後にむけて

工事区域・延長拡大や性能規定型契約を望む意

見が少ない要因として、受発注者間の種々のリス

ク負担の不明確さやリスク分担の不均衡が考えら

れる。各種リスクの取り扱いを契約条件や積算に

事前明示的に取り入れる手法など、受発注者双方

に利点のある方法を今後検討していきたい。
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図１ 工事区域・延長拡大に対する認識

図２ 性能規定型契約に対する認識
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１．河川整備・維持管理と河川環境との折り合い

の重要性 

全国的に河川整備方針が策定され、河道掘削や

樹木伐採等の河川整備の具体的方法について今後

決定していく必要がある。その際、治水安全度を

確保するための河川整備・維持管理の視点に加え、

治水と河川環境との折り合いを考えて整備内容を

具体化することが重要である。河川研究室では、

土砂の堆積空間としての河積(マージン)の概念を

導入することで、河川整備と維持管理に掛かるコ

ストを一体的に評価する手法を開発し、河道管理

に掛かるトータルコストを最小化する方法を提案

した1)。セグメント変化点や河口部などの堆積傾

向にある河道では、特に有効な手段となろう。そ

の結果、整備と維持管理を一体化して捉えること

が可能となったが、多自然川づくりで指摘される

ように、数十年後の河道の姿を現状よりも改善す

る視点も重要である。そのためには、河道の変化

を予測し、河川環境への間接的影響を見定めた上

で、整備方法を具体化することが要求される。 

 

２．物理基盤の変化を通じた生物への影響評価 

河川整備・維持管理は、物理基盤に直接改変を

加えることから、本検討においては、生物間競争

等を含む複雑な生態系変化モデルを作成すること

なく、物理基盤の変化に応じた生物応答モデルを

作成し、河川環境への影響を評価する。具体的に

は、植生消長を考慮した河床変動計算モデルと、

物理基盤の変化に応答する生物モデルとを連動さ

せ、河川整備による直接的影響に加え、出水後の

間接的影響まで評価可能な河川生態系変動予測モ

デル(以下、変動予測モデル)を作成した。これに

流下能力マージンの概念を導入し、複数案用意し

た河道管理の方針に対して、流下能力、生物への

影響、維持管理コストを一体的に評価する。変動

予測モデルの作成にあたっては、約10年前に大規

模河道掘削が行われ、河川生態学術研究の研究フ

ィールドとなった五ヶ瀬川水系北川を対象とした。

北川の典型性を表すカワスナガニ、ボウズハゼ、

タヌキに着目し、河川整備後のこれらの生物の応

答を評価する。例えば、水中環境を保全するため

に高水敷を掘削した場合、生物への間接的影響を

評価することは比較的困難であり、整備後の出水

で澪筋や河床材料が大きく変化し、結果として水

中の環境を著しく劣化させた場合もある。 

 

３．整備手法を具体化するための検討の方向性 

これまでに数出水程度を対象とした短期的な物

理基盤の変化について再現計算を行い、流下能力

と生物への影響を評価した。河川整備の具体的手

法を決定するにあたっては、対象とする生物への

影響を極端に変えた検討条件を設定するのがよい。

例えば、陸上掘削を主体に行った場合、水中掘削

を主体に行った場合、陸上掘削と水中掘削を組み

合わせて必要な河積を確保した場合について長期

的な計算を行い、コスト、流下能力、生物への影

響をトータルで評価する。そのためには、河川整

備による生物への間接的影響を如何に精度良く予

測できるかが、変動予測モデルを実用化する上で

の鍵となる。 
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